
目標２ 職員の能力を最大化できる働き方改革
改革８ 多様で柔軟な働き方の実現
取組項目17 テレワーク推進

場所にとらわれない働き方を実現できるテレワークは、コロナ対策に限らず、多様な人材

の活躍につながるものであり、職員が減少していく中でますます重要になる。職員にとっ
てテレワークが当たり前になる環境を目指したい。

一方で、紙や対面を中心とした仕事の仕方、テレワークに馴染まない業務、自宅から県庁
NWへの接続環境が問題となり、実施者数は伸び悩んでいる。

テレワーク推進のために県が取り組むべき課題・方向性について意見をいただきたい。

県の考え方・委員にいただきたい意見

在宅勤務、サテライトオフィス勤務を実施

職場への出勤を基本とする働き方

外部から県NWへの接続環境が限定的

週平均0.065日実施（R3.10月）

テレワーク常態化（R6～）

場所にとらわれない働き方（R13）

時間的制約のある職員も活躍（R13）

週平均2日取得（～R5末）

目標現状（R3）
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課題と対策

課題1

対面・紙が中心の従来の仕事の仕方の見直し、
職員の意識の改革

対策1

電子決裁を徹底し、ペーパーレス化を推進
チャットやWEB会議システムの一部導入
在宅勤務推進週間の設定
所属長の率先実施（週1回以上）
「在宅勤務の手引」の作成
業務を効率化するクラウドサービス導入（R4.10̃）

課題2

ハード・通信環境の整備

対策2

職員の6割にノートPCを整備（3,500台）
外部から県NWへ接続する閉域網ルータ導入（320個）
サテライトオフィス増設
県NWを更新し、ネット環境があれば場所・端末に関係なく
NWへ接続可能に（R4.10̃）
通常業務用PCを全てノート化（̃R5.10）

課題3

情報セキュリティ対策の確保

対策3

閉域網ルータ利用によりセキュアな接続を確保
ネット環境からVPNでセキュアな接続を確保（R4.10̃）

課題4

職員の勤怠管理

対策4

勤務開始時及び終了時に所属長に報告
勤務終了後に業務内容を報告



テレワーク制度の概要

在宅勤務 サテライトオフィス

開始年月 R2.3 H29.10

対象者 原則全ての職員

実施単位 １日又は半日 １日

実施回数 週２回まで

使用端末 業務用ノートPC又は私用PC
サテライトオフィスに設置
してある業務用PC

ネットワーク
環境

閉域網ルーターを使用し県
NWへ接続

県NWに接続

設置場所 － ８箇所（県内7・東京1）

その他 出張前後の実施可、各種休暇・休業制度との併用可



調査期間：令和３年４月～令和３年10月
調査対象：知事部局各所属

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

延べ
実施者数 300人 958人 2,124人 1,433人 1,583人 1,483人 1,097人

1日あたり
実施者数 13.6人 45.6人 96.5人 71.7人 75.4人 74.2人 49.9人

1日あたり
実施率 0.3% 1.1% 2.4% 1.8% 1.9% 1.8% 1.2%

困難所属
職員除く 0.5% 1.8% 3.4% 2.5% 2.6% 2.6% 1.7%

困難所属＝コロナ対応所属、現場作業が必要な所属、窓口・交替制勤務所属

在宅勤務実施状況



サテライト
オフィス

利用者数
のべ利用回数 所属別 職種別

１日単位 出張前後 県庁 地域・専門機関 事務 技術 教員

県 庁
（休止中）

0 0 0 0 - 0 0 0 0

伊勢崎合庁 9 35 25 10 6 29 9 26 0

西部児童 21 61 28 33 23 38 45 16 0

富岡合庁 9 15 8 7 5 10 12 3 0

中之条合庁 4 4 1 3 3 1 2 2 0

利根沼田
振興局庁舎

14 58 35 23 38 20 39 18 1

太田合庁 18 128 51 77 46 82 61 67 0

計 75 301 148 153 121 180 168 132 1

令和3年4月～10月

サテライトオフィス利用状況



サテライトオフィス設置状況（R3.１１.１現在）

中之条合同庁舎
（吾妻行政県税事務所内）

執務室型 １席
利根沼田振興局庁舎
会議室型 １席

県庁（休止中）

富岡合同庁舎
（富岡地区農業指導センター内）

執務室型 １席

西部児童相談所
会議室型 2席

伊勢崎合同庁舎
（伊勢崎行政県税事務所内）

執務室型 １席

太田合同庁舎
会議室型 ２席

東京事務所
執務室型 １席


